
　のびのびした字が書けるように一画ごとに
体をのせてかきました。基本のトメ、ハネ、
ハライをしっかりすることに気をつけました。
良い作品が書けたのでよかったです。
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戸田市の教育改革は 
  加速しています！

　戸田市ではこれまで、これからの予測困難な時代を生き抜くための力を育む教育を推進してき
ました。来年度も、全国に先駆けて様々な改革に取り組みます。
　ここでは、平成３１年度予算※に計上した新規事業の一部を御紹介します。
 ※議会における審議の状況により、内容が変更となる可能性があります。

（平成31年度予算関連事業）

　戸田市では、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー、教育相談指導員等、多くの専門職員
によるきめ細かい相談体制を整えています。来年度は、相談体制のさらなる充実を目指し、これまで週１回
小学校を訪問していたスクールカウンセラーを週２回にしたり、質の高い心理系の専門人材を切れ目なく確
保したりするなど質の高い相談体制で、皆様に寄り添った教育相談を行います。
　また、いじめ対策のさらなる充実のため、新たに電話相談やＳＮＳ相談窓口（ＳＮＳ相談窓口については、
夏季休業中等の期間限定予定）を設けることで、どこでも気軽に相談することができる仕組みを構築してい
きます。

❖ 教育相談体制のさらなる充実

　今年度は、市内の全小学校に計約2,000台のタブレットＰＣ
を導入しました。４人に１台の割合で配置したことで、ICT機
器を活用した先進的な授業やプログラミング教育などが今まで
以上に進んでいます。中学校では、各学校４０台を導入してい
ますが、活用の幅や頻度が高まってきたことにより、日常的に
使用するには台数が不足してきました。
　そこで来年度は、中学校に約1,000台を追加導入し、国の基
準である３人に１台の割合でタブレットＰＣが使用できるよう
にします。
　最先端のICT機器を活用した授業展開に期待してください。

❖ タブレットPC1,000台を中学校に導入

　戸田市では昨年７月に「戸田市部活動方針」を策定し、スポー
ツや文化活動等を通じた生徒の健全な成長と教員の働き方改革
を両立させた持続可能な部活動運営を行って参りました。
　来年度からは、現在の部活動方針を継続しながら、プロのコー
チや指導者から科学的根拠に基づくトレーニングや、各競技や
文化活動に応じた技術的指導等を提供してもらう取り組みを実
施する予定です。
　これにより、短時間でも効果的、効率的な活動を実施すると
ともに、顧問の先生方の働き方改革にも資することが期待され
ます。

❖ 専門のトレーナーによる部活動サポート
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　児童生徒の体力や、運動能力向上には、神経系が発達する時
期である幼少期からの運動習慣が重要であると言われています。
そこで、小学校１，２年生を対象に、体育の授業にプロのトレー
ナーによる運動遊びを取り入れます。この授業では、「遊び」を
通じて楽しんで体を動かすことを学び、体育の授業だけでなく、
休み時間や放課後などにも体を動かして遊んだり、定期的に運
動したりすることを習慣づけます。

❖ 児童の運動習慣の創造

　働き方改革関連法案が成立し、長時間労働の是正や多様で柔軟な働き方の実現など、社会全体で働き方改
革が推進されています。学校においても、教員の平日１日あたりの平均勤務時間は、小・中学校とも１１時
間を超えており※、中でも教頭の時間外勤務の割合が高くなっています。
　そこで、来年度、小学校１校、中学校１校にスクール・サポート・スタッフ（教頭業務サポート）を配置し、
勤怠管理や調査報告、施設管理、電話、来客対応等について教頭の業務を補助することで、授業力向上のた
めの教職員への指導・助言に注力できるようにし、学校の教育活動をさらに充実させてまいります。

※「教員勤務実態調査（平成28年度）」文部科学省

❖ スクール・サポート・スタッフの導入

学校における働き方改革について
　「学校における働き方改革」について、戸田市教育委員会では、教員が児童生徒と向き合う時間を確保し、
質の高い教育活動を継続できるよう、学校現場の実情に応じた具体的な取組を実施しております。
　その一部として、教育委員会では、次のような取組を行っております。
❶　学校閉庁日の設定 
　平成２９年度より、８月１１日～１６日までを学校閉庁日とし、原則、部活動を行わず、教職員の休暇取
得促進期間としました。
❷　戸田市部活動方針の策定 
　平成３０年７月に、戸田市部活動方針が策定しました。活動時間に関する主なルールについては、次のと
おりです。
　・週２日以上休養日を設定
　・平日の活動時間は１日２時間以内、週末は４時間程度以内
　・ 早朝練習の禁止（例外として、大会前の１ヶ月の間における２週間は、校長の承認により早朝練習を行
うことができる。）

　詳しくは、教育委員会のホームページを御覧ください。
❸　学校電話の留守番電話機能の設置 
　平成２９年度より、学校の電話に留守番電話機能を設定しました。電話の取次時間については、次のとお
りです。
　・小学校　午前７時３０分から午後６時まで（これ以降留守設定）
　・中学校　午前７時３０分から午後７時３０分まで（これ以降留守設定）
　緊急の連絡がありましたら、戸田市役所代表電話（０４８－４４１－１８００）までお願いします。
　今後も、国、県の動向に注目しながら、学校における働き方改革を進めてまいりますので、御理解・御協
力くださいますようお願いいたします。
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今夏、
海外ホームステイに

チャレンジ！
　（公財）戸田市国際交流協会では、ホームステイや現地での交流を通して、中高生の豊かな国際感
覚を養い、友好・姉妹都市との親交を深めるために、青少年海外派遣事業を行っています。
　また、戸田市教育委員会では、青少年海外派遣事業に参加する生徒で、非課税世帯の方を対象に、
自己負担なく海外派遣に参加できる「海外体験給付金」を給付しています。
　この給付金を利用して、今年の夏、海外ホームステイにチャレンジしませんか？現地の方との交
流は、普段経験できない貴重な体験です。
　申込み方法など詳細は、広報戸田市５月号をご覧ください。

　◉ 青少年海外派遣事業

・派 遣 先　①中華人民共和国  開封市（友好都市）
　　　　　　②オーストラリア  リバプール市（姉妹都市）
・募集時期　５月
・詳細は、（公財）戸田市国際交流協会にお問い合わせください。
　TEL：０４８－４３４－５６９０　Mail：tifa@msc.biglobe.ne.jp
　平成３０年度の様子はこちら　http://www.toda-tifa.jp/custom.html

　◉ 海外体験給付金（未来へはばたく人財育成資金給付金）

・対 象 者　（公財）戸田市国際交流協会が実施する青少年海外派遣事業への参加を許可された生徒
・募集時期　６月中旬
・家計基準　生活保護世帯・市町村民税均等割非課税世帯・市町村民税所得割非課税世帯
・給 付 額　 海外派遣事業に係る費用のうち、自己負担分の全額（パスポートの取得等個人的な費

用を除く。）
　　　　　　※海外体験給付金の申請は、中国またはオーストラリアのどちらか１回限りです。

中高生
募集‼
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とだっ子のための学びの場
「子ども大学とだ」 を紹介します！

　「子ども大学とだ」は、市・大学・企業・NPO等が連携して、小学校４～６年生を対象に知的好奇心を刺
激する学びの機会を提供する事業として、平成２４年度から実施しています。
　今年度の「子ども大学とだ」は、夏休み４日間の日程で開校しましたが、定員３０名を上回る申込みをいた
だき、大変人気の講座となりました。
　来年度の「子ども大学とだ」は、更に５日間に拡大し、学びを深めながら興味関心が高まるような内容を現
在企画しております。広報６月号及びホームページ等で受講案内を予定しています。
　多くの児童の皆さんの参加をお待ちしています。

★今年度の「子ども大学とだ」の様子★

    

大学教授による講義　　　　　青山学院大学キャンパス訪問　　　　　プログラミング体験

太平電業株式会社から
校庭の代替地を
お借りしました。

　平成３１年１月１６日に、校庭代替地に係る「土地賃貸借契約」を締結
しました。
　学校を建て替える際は子供達の運動場所の確保が大きな課題となりま
すが、今回、体育授業等の実施に十分な広さの土地をお借りできました。
今後、建て替え工事中の戸田東中学校や、建て替え予定の戸田第一小学
校の校庭代替地として整備を進めます。
　土地所有者の太平電業株式会社からは、「地域貢献の機会をいただい
た。子供達に喜んでもらえるよう存分に活用してほしい。」とコメントを
いただきました。周辺にお住まいの方々をはじめ、地域の皆様からの御
協力に感謝しながら、少しでも子供達が伸び伸びと活動できる環境を整
備していきます。

N E W S
校庭代替地
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平成３１年度
彩湖自然学習センターにおける
講座(予定)を紹介します。
彩湖自然学習センターでは、子どもが参加できる様々な講座を開催しております。

実施予定の講座をご紹介しますので、ぜひご参加ください！！

開催日 時間 内容 場所 申込み・対象他

4/14(日) 10：00～
12：00

「食べられる野草」
学習センター周辺の野草の紹介と試食
を行う

彩湖自然
学習センター

3/14(木) ～申込み　電話可・
誰でも(小学２年生以下保護者
同伴)40人・費用200円

4/21(日) 10：00～
11：30

「はらっぱであそぼう」
学習センター周辺のはらっぱであそぶ

彩湖自然
学習センター

3/21(木) ～申込み　電話可・
幼児・小学生(小学２年生以下
保護者同伴)20人・費用100円

5/6(月) 9：30～
12：00

「初夏の自然観察会」
彩湖周辺の自然をセンター職員の解説
を聞きながら散策する

彩湖自然
学習センター

4/6(土) ～申込み　電話可・中
学生以上20人・費用100円

5/12(日) 10：00～
12：00

「彩湖周辺の野鳥観察：初夏」
彩湖周辺で見られる野鳥を、解説付き
で観察する

彩湖自然
学習センター

4/12(金) ～申込み　電話可・
誰でも(小学２年生以下保護者
同伴)30人・費用100円

5/26(日) 10：30～
12：00

「いきもの探検隊：初夏」
センター周辺のミニ観察会

彩湖自然
学習センター

当日直接・誰でも(小学２年生
以下保護者同伴)・費用無料

6/8(土)

10：00～
15：00
※雨天時
10：00～
12：00

「笹目川で投網体験と生きものさがし」
投網体験を通じて水辺の街「戸田」の伝
統漁

ぎょ

撈
ろう

と水生生物を学ぶ

彩湖自然
学習センター

5/8(水) ～申込み　電話可・
小学生以上の親子20人・費用
100円

6/16(日)
※雨天中止

10：00～
12：00

「ザリガニつり体験」
ザリガニつりを通じて外来種について
学習する　※ザリガニは持ち帰れませ
ん

彩湖自然
学習センター

5/16(木) ～申込み　電話可・
誰でも(小学２年生以下保護者
同伴)30人・費用100円

6/23(日) 10：00～
11：30

「ポケットプラネタリウム作り」
ポケットに入る小型プラネタリウムを
作って星座を覚える

彩湖自然
学習センター

5/23(木) ～申込み　電話可・
誰でも(小学２年生以下保護者
同伴)20人・費用200円

平成30年11、12月の講座の様子

    

 オギのミミズクづくり 彩湖周辺の野鳥観察 木の実を使ったリースづくり
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平成30年度
第53回郷土を描く児童生徒美術展 知事賞 受賞作品

「みらいのいえ」 「未来都市戸田の守り神」

美谷本小学校５年 小永𠮷　尚　暉
　大好きな魚を主人公にしました。なぜ
魚を守り神にしたかというと、ぼくたち
の住んでいる戸田が、大好きな魚に見守
られていると思うとワクワクするからで
す。そして“未来都市”という設定なので、
建物も今までにないような形にしました。

「かわいいかめのおや子」 「夏の青空映るボートコース」

笹目中学校２年 山　根　成　葉
　夏の青空の下、太陽の光が、かがやく
水面。真っ白に光る連絡橋。ボートコー
スは、大学生たちの練習で活気にあふれ
ています。そのような風景を、色を重ね
て表しました。

新曽北小学校２年 加　藤　心　結
　わたしは『ホシガメ』というかめをかき
ました。大きなこうらの上を、女の子た
ちがすべることができたら楽しいだろう
なと考えました。カメの子どももたくさ
んかいて、にぎやかなイメージにしまし
た。

戸田第二小学校２年 栗　原　麻　里
　みらいにこんな家やブランコがあった
らいいなと思いながらかきました。すき
な色があざやかになるように、ティッ
シュやゆびなどでクレヨンをこすりくふ
うしました。
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戸ヶ﨑教育長

　竹は元々弾力性のある植物ですが、もし節目がなければ、少しの雪でも折れてしまうそ
うです。人間も同じで、人生の節目がしっかりしている人ほど成長すると言われています。
今の時期、身近な節目といえば、「年度」となるでしょうか。
　では、「年度を締めくくる」とは、何をどうすることなのでしょうか。昨年の４月当初の
決意、つまり思い描いた自らの成長や変化は何だったのか、自ら立てた計画は何だったの
か、ということを改めて想起し、それらの達成状況を見極め反省することが「年度を締め
くくる」ということだと思います。
　自分が思い描いていたレベルまでには達していなくても、それ相当の成果が見られれば、
大きな自信となり、次への意欲につながります。その一方、不十分さがあれば、残された
期間に補ったり、方向修正をしたりするなどの取り組みが必要になります。
　３月と４月の間にある「年度」という節目をしっかりと自分の力で乗り越え、大きく成長
したいものです。

年度を締めくくる

　文部科学省では、学校教育における教育実践等
に顕著な成果を上げた教員を表彰しています。
　本年度、小梨　貴弘　教諭（戸田東小学校）と
菊地　孝徳　教諭（笹目中学校）の二人が埼玉県教
育委員会の推薦を受け、文部科学大臣から表彰さ
れました。小梨教諭は音楽教育の実践における活
躍が、菊地教諭は生徒指導、進路指導の実践にお
ける活躍がそれぞれ認められました。

菊地教諭　　 小梨教諭

　平成１２年度から給食費の金額を据え置いてきましたが、その間の物価上昇
のため、３１年度から下記の金額に改定します。これからも安全でおいしい給
食を提供いたします。なお、値上げ後も県内で低価格を維持しています。

　♦小学校　月額　４，０００円　（現行　月額３，７００円）

　♦中学校　月額　４，６００円　（現行　月額４，３００円）

平成30年度
文部科学大臣優秀教職員表彰受賞者による市長表敬訪問

戸田市の学校給食費を平成31年４月から改定します。
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